
 

（グレード・ポイント・アベレージ） 
第35条の2  前条の成績評語に対して別表２（成績評価
基準）に定めるグレード・ポイント（以下「GP」とい
う。）を設定し、不合格の授業科目を含めて、履修科目
のグレード・ポイントの平均（以下「GPA」という。）
を算出する。 
2  GPA は、修得した授業科目の単位数に、成績に応じ
た GP を乗じ、その総和を履修登録単位数の合計で除
して算出する。なお、計算値は小数点第３位を四捨五
入し小数点第２位までの数値を表記する。 
［計算式］ 
      4×S＋3×A＋2×B＋1×C     

総履修登録単位数（D・Xの単位数を含む） 
3  GPAの対象外授業科目は、次のとおりとする。 
⑴ T（単位認定）の科目 
⑵ ２段階評定科目 P（合格）、F（不合格）の科目 
⑶ 教職課程科目等の卒業所要単位に算入しない科目 
4  学生及び保証人への成績通知にGPAを記載する。 
5  GPAの活用については、別に定める。 
（DP観点別評価） 
第35条の3  DP 観点別評価の標語、評点及び水準は、
別表３（DP観点別評価基準）に定めるとおりとする。 
2  DP 観点別評価基準の評点（以下「評点」という。）
を用いて、不合格の授業科目を含めて、取得した DP
得点の合計を算出する。 
3  DP 得点の合計は、履修した授業科目の単位数に、成
績に応じた評点及び設定された DP 寄与率を乗じ、そ
の総和で算出する。 
［計算式］ 
    単位数×評点×寄与率＝得点 
4  教職課程科目等の卒業所要単位に算入しない科目は、
DP観点別評価の対象外授業科目とする。 
5  DP 観点別評価の活用については、別に定める。 
（追 試 験） 
第36条 別に定める理由によって、定期試験期間に実施
される学期末試験を受けることができない者に対して
は、本人の申請を受け、所定の手続を経た上で、追試
験を行うことがある。なお、追試験申請から実施まで
の取扱いについては、学生部会議にて別に定めた申し
合わせのとおりとする。 
第37条 削除 
第38条 追試験の期日は、その都度、決定する。 
第39条 追試験料は、１科目につき2,000円とし、既納の
追試験料は、返還しない。なお、申請が受理された時
点で、支払義務が発生するものとする。 
（再 試 験） 
第40条 不合格になった授業科目についての再試験は、
行わない。 
（規程の改廃） 
第41条 この規程の改廃は、教務部会議の議を経て、部
長会議が処理する。この場合において、その実施には、
学長の承認を得ることとする。 
 

付 則 
この規程は、1953（昭和28）年４月１日から施行する。 
  ・ 
  ・ 
・ 
附 則（2013（平成25）年４月１日履修規程） 

 この履修規程は、2013（平成25）年４月１日から施行
し、2013（平成25）年度第１年次入学生から適用する。 
附 則（2015（平成27）年６月９日履修規程） 

 この規程は、2015（平成27）年６月９日から施行し、
2015（平成27）年４月１日から適用する。 
附 則（2019（平成31）年４月１日履修規程） 

１ この規程は、2019（平成31）年４月１日から施行し、
2019（平成31）年度第１年次入学生から適用する。 
２ 第８条、第９条、第13条、第19条、第20条、第25条、
第26条、第27条、第28条、第29条及び第34条について
は、在学生全員に適用する。 
３ 第14条、第15条、第16条、第16条の２、第16条の３
及び第17条については2019年度及び2020年度第３年次
編入学者及び学士入学者にも適用する。 
附 則（2020年４月１日履修規程） 

１ この規程は、2020年４月１日から施行し、2020年度
第１年次入学生から適用する。 
２ 第13条については、2019年度第１年次入学生から適
用する。 
３ 第35条および第35条の２については、在学生全員に
適用する。ただし、第35条の２第２項に定める計算式
に関し、2019年４月１日以前の入学者については、な
お従前の例による。 
附 則（2021年４月１日履修規程） 

この規程は、2021年4月1日から施行し、2021年度第1
年次入学生から適用する。ただし、第36条、第37条、第
38条及び第39条については、在学生全員に適用する。 

附 則（2023年４月１日履修規程） 
この規程は、2023年4月1日から施行し、2023年度第1
年次入学生から適用する。 

附 則（2024年４月１日履修規程） 
この規程は、2024年4月1日から施行し、2024年度第1
年次入学生から適用する。 
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別表１（第９条関係）各年次別履修単位表

神学コース ｷﾘｽﾄ教人文学ｺｰｽ
１年次 37～45 38～46
２年次 31～45 38～46
３年次 34～46 34～46
４年次 26～46 18～44
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

１年次
２年次
３年次
４年次
計

36～42
34～42
14～42
124～168

学
部

学
科

専
攻

■■■区分
年次■■■

履　修　単　位　数

36～42

128～176

38～42
32～42

8～42
124～168
40～44
38～44

18～42

40～44
38～44
36～44
14～44

学
部

国
際
文
化

学
科

国
際
文
化

法
 

学
 

部

法
律
学
科

法
学
科

国
際
関
係

124～160

128～182

40～42

神
学
部

神
学
科

124～168
36～42
38～42
32～42
18～42

商
 

学
 

部

経
済
学
部

経
済
学
科

124～168

学
部

外
国
語

学
科

外
国
語

40～42

34～44

34～44
34～48
30～46
26～46

124～184

38～44

38～46
30～46
18～46

商
学
科

経
営
学
科

学
科

国
際
経
済

124～184
38～46

36～42

40～42
40～42

128～176

36～44
14～44

学
科

児
童
教
育

学
科

社
会
福
祉

36～42
8～42
124～168
40～42

人
間
科
学
部

心
理
学
科

36～40
36～40
34～40
18～40

18～44
128～176

38～44

備 考 
 
１ 履修単位数欄の左側の数字は、履修すべき最低
単位数を示す。ただし、４年次、外国語学部及び
人間科学部心理学科の３年次、学則第30条に定め
る留学から帰国した年度及び半期休学した年度の
履修単位数は、最低単位数以下でもよい。 
  
２ 履修単位数欄の右側の数字は、履修できる最高
単位数を示す。ただし、制限単位外の授業科目の
単位は含まない。 
 
３ 学士入学、第３年次転入学・編入学及び転部学
生の履修単位数の最高を、３年次60単位、４年次
52単位までとする。ただし、所属学部学科の最高
履修単位数の方が高い場合は、それによる。 
  
４ 第２年次転入学・編入学生の履修単位数の最高
を、２年次56単位までとする。ただし、所属学部
学科の最高履修単位数の方が高い場合は、それに
よる。 
 
５ 卒業延期者が１学年間に履修できる単位数は52
単位までとする。 
 
６ 法学部法律学科及び国際関係法学科の２、３年
次においては、法務コース登録者の履修単位を56
単位までとする。 

７ 早期卒業候補者と認められた学生の３年次にお
いては、外国語学部、商学部、経済学部及び法学
部の履修単位を48単位までとする。 

８ 本表は、2023年度第１年次入学生から適用する。
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